
野田市消防団規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

 

令和４年１２月２８日 

 

野田市長 鈴 木  有 

 



野田市規則第７１号 

 

野田市消防団規則の一部を改正する規則 

 

野田市消防団規則（平成１０年野田市規則第３４号）の一部を次のように改

正する。 

第６条第１１項中「消防車を運転する」を「主に機械器具を取り扱う」に改

める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市消防団規則第６条第１１

項の規定は、令和４年４月１日から適用する。 


